
７ 医事課 

 

（１）医師臨床研修、看護師特定行為研修 

① 概要 

平成１６年４月以降に免許を取得し、診療に従事しようとする医師は２年以上の臨

床研修を受けることが、医師法により義務づけられています。 

臨床研修制度では、「臨床研修は、医師としての人格をかん養し、将来専門とする

分野にかかわらず、医学及び医療の果たすべき社会的役割を認識しつつ、一般的な診

療において頻繁に関わる負傷又は疾病に適切に対応できるよう、基本的な診療能力を

身につけることのできるものでなければならない。」との基本理念のもと、大学病院

若しくは厚生労働大臣が指定した臨床研修病院・施設が各々作成する研修プログラム

に基づき研修が実施されます。 

また、平成２７年から医療法改正に伴い施行された特定行為に係る看護師の研修に

おいて、研修を行う学校、病院などは指定を受けることが義務づけられています。 

中国四国厚生局では、効果的に医師臨床研修が実施されるよう、新規指定若しくは

プログラム変更の申請を行った病院等の研修プログラムの内容、設備及び人員等につ

いて関係法令の定める基準に照らして審査するとともに、医師臨床研修に関する補助

金の交付手続きを行っています。 

また、看護師特定行為研修を行う指定研修機関の申請内容の審査及び制度に関する

説明会の開催等の普及啓発を行っています。 

 

② 実績 

ア 臨床研修病院指定基準及び研修プログラムの審査 

(ｱ) 臨床研修病院指定申請（病院群変更を含む）に伴う指定基準及び研修プログラム

の審査 

新規に臨床研修病院の指定を受けようとする病院（大学病院と共同して臨床研修

を行う協力型臨床研修病院を含む）の指定基準及び研修プログラム内容の審査を行

いました。 

また、指定を受けている臨床研修病院（大学病院含む）の研修を行う病院や研修

分野の変更等に伴う研修プログラム内容の確認を行いました。新規指定申請のあっ

た病院については、医道審議会医師分科会医師臨床研修部会（以下、部会とします。）

の審査を経て指定が行われ（部会は平成２７年８月２７日に開催され、９月１７日

付で指定されました）、基幹型臨床研修病院では２施設が新規指定されました。 

管内においては、２８年度は基幹型臨床研修病院１０２施設、大学病院１１施設

及び協力型臨床研修病院２１５施設が医師臨床研修制度を担うこととなります。 
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【平成２８年度に臨床研修を実施する基幹型臨床研修病院等】 

            （平成２８年３月３１日現在） 

（ ）は２７年度増加施設数 

 

   

(ｲ) 既指定病院の臨床研修プログラムの変更・新設（追加） 

臨床研修病院の研修プログラム変更・新設（追加）については、３０施設（うち

大学病院は３施設）の届出を受理し、内容の確認を行いました。 

 

イ 臨床研修病院の年次報告 

平成２７年４月１日現在の状況及び平成２６年度実績に関する年次報告（臨床研

修プログラム検索サイト（ＲＥＩＳ）によるオンライン登録）１１１件について、

指定基準に係る記載を確認後、受理しました。 

 

ウ 各種変更届出の受理 

病院の名称、指導医等の変更届出（書面、ＲＥＩＳによるオンライン登録）５２

件について、内容確認後、受理しました。 

 

エ 臨床研修制度の広報等 

大学病院等が実施した指導医講習会や大学での在学生に対する講義等において、

医師臨床研修制度を説明し、周知を図りました。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

県  鳥取  島根  岡山  広島  山口  徳島  香川  愛媛  高知  計  

基幹型  

臨床研修病院  
７  ７（１） １３  ２４  １４  ７  ８  １５  ７（１） 

１０２
（２）  

大学附属病院  １  １  ３  １  １  １  １  １  １  １１  

 
協力型  

臨床研修病院  
１２  １０  ４５  ４０  １６  ２０  ２５  ３０  １７  ２１５  
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【平成２７年度に講演を行った指導医講習会等】

 

 

 

オ 臨床研修費等補助金の執行業務 

(ｱ) 交付申請書の受理、審査、交付決定、交付決定通知(依頼)書の作成・送付 

１００施設の交付申請書の内容審査を行い、交付決定を行いました。 

(ｲ) 実績報告書の受理、審査、交付額の確定、確定通知(依頼)書の作成・送付 

平成２６年度に交付決定を行った９３施設の事業実績報告の内容審査を行い、交

付額の確定を行いました。 

 

カ 臨床研修修了登録の審査 

臨床研修修了登録については新規登録６７６件、登録証再発行８５件、書き換え

２４件の内容を審査しました。 

 

キ 臨床研修病院に対する訪問調査・実地調査 

臨床研修病院のうち、指定基準（入院患者数）を満たしていない５施設に対し、

指定継続の判断を目的に訪問調査を行い、研修の実施状況・管理・運営状況につい

て、プログラム責任者、指導医、研修医等から意見聴取を行いました。訪問調査の

結果は部会に諮られ、指定継続となりました。 

また臨床研修病院のうち、「医師法第１６条の２第１項に規定する臨床研修に関

する省令」に規定する指定の基準等の遵守状況の確認及び今後の臨床研修制度の円

滑な運用、省令等の見直しの参考等とするための運用状況、懸案事項等の聴取を目

的として５施設に対し、実地調査を行いました。  

 

開催日  開催主体  種別  

 平成２７年 ６月５日 

 平成２７年 ７月２５日  

 平成２７年 ８月２３日  

 平成２７年 ８月２９日  

 平成２７年１０月４日 

 平成２７年１０月３０日 

 平成２７年１１月１６日 

 平成２７年１１月２１日 

平成２８年 １月２４日 

平成２８年 １月２９日 

平成２８年 ２月９日 

平成２８年 ２月２８日 

 

  愛媛大学医学部附属病院  

  川崎医科大学附属病院  

  香川大学附属病院 

  愛媛大学医学部附属病院  

  松山赤十字病院 

  山口大学附属病院 

臨床研修協議会 

  徳島県臨床研修連絡協議会  

高知件臨床研修連絡協議会 

徳島大学医学部附属病院  

香川大学医学部附属病院 

   岡山県臨床研修連絡協議会 

 

学生向け講演 

指導医講習会 

指導医講習会 

指導医講習会 

指導医講習会 

指導医講習会 

プログラム責任者講習会 

指導医講習会 

指導医講習会 

学生向け講演 

学生向け講演 

指導医講習会 
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ク 看護師特定行為研修制度に関する普及啓発  

平成２７年１０月に施行された看護師特定行為研修制度及び指定の申請手続に

関する説明会を開催しました。 

【看護師特定行為研修制度説明会】 

○ 開催日：平成２７年９月４日（金曜日） 

○ 場 所：広島合同庁舎１号館附属棟 ２階講堂 

○ 参加者：総数１２８人（1部：１２６名、２部：６４名）中国四国９県の 

医療機関、看護系教育機関、関係団体、行政等 

○ 内 容：１部 制度説明 

２部 指定の申請に係る手続き等の説明 

    ２７年度は管内において看護師特定行為研修の指定申請はありませんでした。  

 

（２）医師又は歯科医師の行政処分に対する再教育の実施等  

① 概要 

医療従事者の資質を向上し、国民の医療に対する安心を確保するため、行政処分を

受けた医師又は歯科医師に対して再教育を実施しています。 

中国四国厚生局では、行政処分によって医業停止１～３年の処分となった者に対す

る再教育研修（個別研修）に係る業務として、研修における事前調整から終了までの

進捗状況の把握・助言指導者の指名・個別研修計画書の受理・研修修了報告書の受理

・研修者に関するその他のことなどを行っています。 

 

② 実績 

平成２７年度において、医業停止処分（平成２６年３月）となり再教育研修を行っ

た１名について、個別研修修了証の交付を行いました。 

平成２７年９月３０日及び平成２８年３月１１日に開催された医道審議会医道分科

会において、医師５３名、歯科医師１３名に対する行政処分がなされましたが、当局

管内の該当者はありませんでした。 

 

（３）医師確保対策 

① 概要 

平成１８年度に成立した医療制度改革関連法に基づき、地域や診療科による医師不

足問題への対応や、医療計画・健康増進計画等の見直し等に関して、地方自治体等に

対する支援を行っています。 

中国四国厚生局では、関係団体の主催する会議に参加して情報収集を行っています。 

 

② 実績 

開催日  訪問・会議等 場所  

平成 28年 1月 11日 
平成 27年度中国四国ブロックエイズ治療拠点
病院等連絡協議会出席 

広島県  

平成 28年 1月 22日 地域医療支援センターに係る情報交換会 厚生労働省 
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（４）医療の安全に関する取組の普及及び啓発  

① 概要 

医療法において、国民が安心して医療を受けることができるよう、医療機関や医療

従事者は、提供する医療の質と安全性の向上を図ることが求められています。 

中国四国厚生局では、医療安全管理体制の強化の推進及び医療従事者の資質向上の

ため、管内病院の管理者、医療安全担当者等を対象に、平成１６年度から年１回「医

療安全に関するワークショップ」を開催しています。 

平成２６年に施行された再生医療等の安全性を確保する法律に基づき、再生医療等

を提供する医療機関（再生医療等提供機関）は再生医療等提供計画の提出を、再生医

療等に使用する細胞の培養や加工をする施設（細胞培養加工施設）は、細胞培養加工

施設の許可等の手続きを行うことが義務付けられています。 

中国四国厚生局では、再生医療等提供機関や細胞培養加工施設の手続きの受理等を

行い、適切な管理を行っていることを確認しています。 

 

② 実績 

ア 「医療安全に関するワークショップ」の開催 

２７年度の医療安全セミナーは、平成２７年１０月１日に施行された「医療事故

調査制度」をふまえ、安心・安全な医療を提供するための組織マネジメントについ

て理解を深める内容としました。第１クールをワークショップ形式とし、第２クー

ルの１日目をセミナー形式、２～３日目をワークショップ形式として、合計５日間

開催しました。 
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【医療安全ワークショップ】 

  ○ 開催日：平成２７年１２月１４日（月曜日）、１５日（火曜日） 
         平成２８年１月３１日（日曜日）、２月１日（月曜日）、２日（火曜日） 
   ○ 会 場：広島合同庁舎１号館附属棟２階大会議室、広島国際会議場 
   ○ 対象者：中国５県に所在する医療機関の医療安全管理者等 
   ○ 参加者：５９人 
   ○ 内 容 
   テーマ 「医療機関の特性に応じた医療安全のありかたを考える 
          ～中小医療機関の医療安全管理体制を中心に～」 
    １）第１クール 
   ①「医療安全の動向」 
       田中信一郎 国立病院機構徳島病院長 
   ②「医療事故の分析方法」 
    山田 都 国立病院機構広島西医療センター 医療安全管理係長 
   ③「医療安全と法的責任」 
    前田 正一 慶應義塾大学大学院  教授 
   ④グループワーク「モデル事例に関するｲﾍﾞﾝﾄﾚﾋﾞｭｰ作成及び過誤の有無に関する評価」 
    山田 都  国立病院機構広島西医療センター 医療安全管理係長 
    清水泰史  国立病院機構鳥取医療センター  医療安全管理係長 
    新原正美  国立病院機構岡山医療センター  医療安全管理係長 
    藤岡雅子  国立病院機構岩国医療センター  医療安全管理係長 
     
   ２）第２クール 
   ①「事例分析の評価と事故対応」 
    大野陽子  県立広島病院 副看護部長 
   ②「事故後の対応（模擬患者参加によるロールプレイ）」 
    芳賀克夫  独立行政法人国立病院機構熊本医療センター 臨床研究部長 
   ③グループワーク「モデル事例に関する事故対応策の展開」 
    大野陽子  県立広島病院 副看護部長 
    黒瀬真理子 広島赤十字・原爆病院 医療安全管理者副部長 
    山口敏美  土肥整形外科病院 医療事故防止対策委員長 
 

【医療安全セミナー】 
  ○ 開催日：平成２８年１月３１日（日曜日） 
   ○ 会 場：広島国際会議場 ヒマワリ 
   ○ 対象者：中国５県に所在する医療機関の医療従事者 
   ○ 参加者：２６２人（ワークショップ参加者５８名含む） 
   ○ 内 容 
  ①「医療事故に係る調査の仕組みについて」 
    金子照慶 厚生労働省医政局総務課 医療事故調査専門官 
  ②「組織作り・チームワーク作り－社会心理学の視点から」 
    山口裕幸 九州大学大学院人間環境学院 心理学講座 教授  
  ③「医療安全に関する組織作りの実際」 

－真実説明 医療安全 病院の組織をどう作りかえるか－ 
    鮎澤純子 九州大学大学院医学研究院 医療経営・管理学講座 准教授 
   

34



 

イ 再生医療等安全性確保法に基づく手続き 

(ｱ) 再生医療等安全性確保法の周知 

再生医療等を行う医療機関の関係者及び再生医療等で使用する細胞の培養又は加

工を行う施設の関係者を対象に、平成２７年４月１３、１４日及び９月９、１０日

に説明会を開催しました。 

【再生医療等安全性確保法制度説明会】 

○ 開催日：平成２７年４月１３日（月曜日）、１４日（火曜日） 

○ 場 所：広島合同庁舎４号館２階１１会議室（１３日） 

サンポート高松２階会議室（１４日） 

○ 参加者：９６人 

○ 内 容： 

 

 

 

【再生医療提供計画作成等説明会】 

○ 開催日：平成２８年９月９日（水曜日）、１０日（木曜日） 

○ 場 所：広島鉄砲町庁舎２階会議室 

○ 参加者：５８人 

○ 内 容： 

 

 

(ｲ) 再生医療安全確保法に基づく各種申請の受理 

中国四国管内の再生医療等提供機関や細胞培養加工施設、再生医療等委員会か

ら提出された各種申請を受理しました。第一種再生医療等提供計画は厚生局で受

理された後、厚生科学審議会再生医療等評価部会で諮られます。 

 

【管内の再生医療施行状況】   （平成２８年３月３１日現在） 

申請項目 件数 

再生医療等委員会 ３ 

特定認定再生医療等委員会 ３ 

細胞培養加工施設 １７４ 

再生医療等提供計画（第一種） １ 

（第二種） ４ 

（第三種） ２２９ 

 

  

①  再生医療等安全性確保法の制度説明（地方行政機関、保健所対象） 

②  制度に伴う手続等の説明（医療機関対象） 

③  個別相談（希望の医療機関対象） 

①  再生医療等安全性確保法の制度説明 

②  再生医療提供計画作成に伴う手続等の説明 
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（５）心神喪失等の状態で重大な他害行為を行った者の医療  

① 概要 

「心神喪失等の状態で重大な他害行為を行った者の医療及び観察等に関する法律」

では、心神喪失の状態で重大な他害行為（他人に害を及ぼす行為）を行った者に対し

継続的かつ適切な医療並びにその確保のために必要な観察及び指導を行うことによっ

て、その症状の改善及びこれに伴う同様の行為の再発の防止を図り、その社会復帰を

促進することが定められています。 

中国四国厚生局では、対象者の医療を行う指定医療機関の指定、地方裁判所の処遇

決定に伴う指定医療機関の選定、入院処遇決定となった対象者の指定入院医療機関へ

の移送を行っています。 

また、この法律では、対象者の処遇を決定するために、裁判官と精神科医（精神保

健審判員）、必要に応じて精神保健福祉の専門家（精神保健参与員）により審判が行

われますが、その構成員を地方裁判所が選任するための精神保健判定医及び精神保健

参与員候補者名簿の作成などを行っています。 
厚生労働省 MHLW (Ministry of Health, Labour and Welfare)

医療観察法の仕組み

重大な他害行為

実刑判決

裁判所

検察官

（心神喪失等を理由）

不起訴

無罪等

起
訴

検
察
官
に
よ
る
申
立
て

地
方
裁
判
所
に
お
け
る
審
判

地域での支援
・精神保健観察（保護観察所）

・入院によらない医療（通院医療）
（指定通院医療機関）

・精神保健福祉法等に基づく援助
（都道府県・市町村等）

退院決定
入
院
決
定

通
院
決
定

鑑
定
入
院

原則３年で終了

一般の精神保健福祉

平成15年7月成立・公布、平成17年7月15日施行

（心神喪失等を認定） 入院・再入院決定

入院医療の提供
・入院医療（指定入院医療機関）
・設置主体は、国、都道府県、特定
独立行政法人に限定。
（入院期間は標準で18ヶ月程度）

・指定入院医療機関病床数の整備目
標は720床程度

医療観察法における入院医療及び通院
医療は厚生労働大臣が行う

刑務所

不
処
遇

（制度は、法務省・厚生労働省共管）

鑑定入院は、精神科病院で実施（期間は
2ヶ月が原則）

心神喪失等で重大な他害行為を行った者に対して、継続的かつ適切な医療並びにその確保のために必要な観察及び指導を行うことに
よって、病状の改善及び同様の行為の再発防止を図り、その社会復帰を促進するよう、対象者の処遇を決定する手続等を定めるもの。

裁判官と精神保健判定医の合議制

厚生労働省 MHLW (Ministry of Health, Labour and Welfare)

医療観察法に基づく入院から社会復帰の流れ

社会復帰期
6ヶ月

概ね18ヵ月以内を想定（症状の軽い場合は早期退院）

回復期
9ヶ月

急性期
3ヶ月

入
院
決
定

退
院
決
定

○薬物治療を中心に実施 ○多職種チームによる治療
○外出訓練の実施

○社会復帰に向けた事前調整
○外泊訓練の実施

指定入院医療機関による入院医療の提供

○対象者本人との面談 ○生活環境調整計画の作成 ○地域関係機関との調整
○退院決定等の意見書提出

帰住地の保護観察所による生活環境調整

都道府県

市町村

指定通院医療機関
障害福祉サービス事業者

対象者は保護観察所の精神保健観察下
において通院医療を受ける

帰住地の精神保健医療福祉のネットワーク

原則３年間（最大５年間）。通院期間終了後は、地域の精神保健医療福祉の枠組みに移行

【入院処遇中】

【通院処遇中】
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② 実績 

ア 精神保健判定医及び精神保健参与員候補者名簿の作成 

平成２８年名簿作成のため、２７年３月末作成の名簿に登載されている精神保健

判定医１４２名及び精神保健参与員候補者９９名に対し、２８年度以降の継続に係

る同意確認を行い、辞退等による欠員の補充及び新規候補者の推薦依頼を各都道府

県に対して実施しました。 

 

【精神保健判定医及び精神保健参与員候補者数】 (平成２８年３月末現在） 

 

イ 指定医療機関に対する指導監査 

指定入院医療機関４施設、指定通院医療機関３施設に対して一般指導監査を実施

しました。 

 

ウ 関係機関との連携強化 

保護観察所等の関係団体が開催する会議に出席し、制度説明や意見交換を行いま

した。 

運営連絡協議会９回（９県） 

広島保護観察所開催の地域連絡協議会４回（４エリア） 

中四国ブロック協議会１回 

指定入院医療機関主催の地域連絡会議４回、外部評価会議８回 

 

エ 裁判所による入院等の決定状況 

 【入院等決定状況】        (平成２８年３月末現在) 

２７年度（件） 

申  立  鑑定入院中 入院決定 通院決定 不処遇・申立却下 

２９  ６  ２０（１） ３（１） ２  

※（  ）は、平成２６年度申立（２６年度末鑑定入院中）で２７年度に決定した内数  

 

    平成２７年度の入院決定対象者２０名を鑑定入院医療機関から指定入院医療機関

に移送しました。 

 

都道府県名 精神保健判定医数 精神保健参与員候補者数  

鳥取県  
島根県  
岡山県  
広島県  
山口県  

 １０  
 １６  
 ２８  
 ２３  
 １４  

１３  
１０  
１６  
３３  
 ６  

徳島県  
香川県  
愛媛県  
高知県  

 １６  
 １５  
 １１  
  ９  

 ６  
 ３  
 ７  
 ５  

合       計 １４２  ９９  
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【処遇中の対象者数】    (平成２８年３月末現在) 

 

オ 指定医療機関の指定 

制度説明及び制度への協力依頼のため、関係機関など４施設へ訪問しました。 

【管内指定入院医療機関】    （平成２８年３月末現在） 

 

【管内指定通院医療機関】    （平成２８年３月末現在） 

    ※（ ）は平成２７年度に新規指定した指定通院医療機関の内数

 

カ 指定通院医療機関医療従事者実地研修の開催 

指定通院医療機関における医療の充実、連携強化に資するため、医療従事者実地

研修を開催しました。 

【平成２７年度指定通院医療機関医療従事者実地研修】 

申立地  入院処遇中 通院処遇中 

鳥取県  
島根県  
岡山県  
広島県  
山口県  

 １  
 ５  
 ７  
１８  
 ６  

  ４  
  ７  
 １２  
 １８  
 １０  

徳島県  
香川県  
愛媛県  
高知県  

 １  
 ２  
１６  
 ７  

  ８  
  １  
  ７  

 ５  

計  ６３   ７２  

医   療   機   関   名 

 

病床数  指定月日 

地方独立行政法人岡山県精神科医療センター ３３  H19.10. 1 

国立病院機構賀茂精神医療センター ３３  H20. 6.24 

国立病院機構鳥取精神医療センター １７  H22. 5. 6 

山口県立こころの医療センター  ８  H23. 2. 1 

都道府県名 病院  診療所  薬局  訪問看護 

鳥取県  
島根県  
岡山県  
広島県  
山口県  

 ４  
 ６（１） 

 ６  
 ８（１） 

 ９  

 ０  
 ２  
 ０  
 １  
 １  

１１９（１） 
 １１（１） 

  ４  
  ９  
 １５  

 ０  
 ２（１） 
 ２（２） 

 ６  
 １  

徳島県  
香川県  
愛媛県  
高知県  

 ７  
 ４  
 ９  

 ９（１） 

 ２  
 ０  
 ０  
 １  

  ３  
  ６  
  ４  

 ９１（１） 

 ０  
 ０  
 ３  

 ５（１） 

計  ６２（３）  ７  ２６２（３） １９（４） 

開催地  

 

開催日  参加者数 

地方独立行政法人岡山県精神科医療センター １０月２７・２８日 １５名  

国立病院機構賀茂精神医療センター １１月１１・１２日 １４名  
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（６）医薬品等の許認可業務 

① 概要 

医薬品等を業として製造しようとする者は、「医薬品、医療機器等の品質、有効

性及び安全性の確保等に関する法律」（以下「医薬品医療機器等法」）に基づき、

医薬品等の製造業の許可を受けなければなりません。 

中国四国厚生局では、厚生労働大臣が指定する医薬品を製造する場合の製造業許

可を行っています。 

厚生労働大臣が指定する医薬品とは、①生物学的製剤（体外診断薬を除く）、②

放射性医薬品、③国家検定医薬品、④遺伝子組換え技術応用医薬品、⑤細胞培養技

術応用医薬品、⑥細胞組織医薬品、⑦特定生物由来製品です。 

 

② 実績 

平成２８年３月３１日現在、管内に所在する大臣権限の医薬品製造業の許可を受け

ている製造所は９箇所でした。 

管内の医薬品製造施設から、平成２７年度中にあった申請・届の状況は次のとおり

です。 

新規許可申請１件、廃止届２件 

製造管理者承認申請４件、許可更新申請２件 

製造管理者変更届３件、設備変更届２４件、役員変更届６件 

 

【厚生労働大臣が指定する医薬品及び医療機器の製造所】 

                               （平成２８年３月３１日現在） 

都道府県名 生物学的製剤等 放射性医薬品 

鳥取県  ０  ０  

島根県  ０  ０  

岡山県  ０  １  

広島県  １  １  

山口県  ２  ０  

徳島県  １  ０  

香川県  ２  ０  

愛媛県  １  ０  

高知県  ０  ０  

計  ７  ２  

 

（７）毒物及び劇物の登録業務 

① 概要 

毒物及び劇物取締法において定められた毒物及び劇物を販売又は授与の目的で製

造又は輸入を行う者（以下「毒物劇物営業者」という。）は、製造業又は輸入業の
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登録を受ける必要があります。また毒物劇物営業者は、毒物又は劇物を直接に取り

扱う製造所又は営業所ごとに、専任の毒物劇物取扱責任者を置かなければなりませ

ん。 

中国四国厚生局においては、厚生労働大臣から権限の委任を受け、毒物及び劇物

の原体を製造又は輸入する場合の製造業又は輸入業の登録等を行います。 

 

② 実績 

平成２８年３月３１日現在、管内に所在する大臣権限の毒物劇物営業者の登録を受

けている製造所及び営業所は、１３３箇所（製造業１１４箇所、輸入業１９箇所）で

した。 

管内の毒物及び劇物営業者から、平成２７年度中にあった申請・届の状況は次のと

おりです。 

 

新規登録申請４件、廃止届５件 

登録更新申請３４件、登録変更申請３０件、書換え交付申請１２件 

取扱責任者設置届４件、取扱責任者変更届２０件、品目変更届２件 

設備変更届５６件、その他の変更届（製造所の名称変更等）１１件 

 

【大臣権限の毒物劇物営業者登録状況】        

                           （平成２８年３月３１日現在）  

都道府県名  製造業  輸入業  

鳥取県  ０  ０  

島根県  ２  ０  

岡山県  ３４  ２  

広島県  １４  ５  

山口県  ３１  ３  

徳島県  ７  ７  

香川県  １２  １  

愛媛県  １２  ０  

高知県  ２  １  

計  １１４  １９  
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